
国立研究開発法人国立がん研究センター中長期計画 

独立行政法人通則法（平成 11年法律第 103号）第 35条の４第１項の規定に基づき令和３

年２月26日付けをもって厚生労働大臣から指示のあった国立研究開発法人国立がん研究セ

ンター中長期目標を達成するため、同法第 35条の５の定めるところにより、次のとおり国

立研究開発法人国立がん研究センター中長期計画を定める。 

令和３年３月 29日 

令和４年 11月 30日 改正 

国立研究開発法人国立がん研究センター 

理事長 中釜 斉 

前文 

国立研究開発法人国立がん研究センター（以下「センター」という。）は、日本のみな

らず、世界的ながん対策の中核施設として、高度・専門的医療、研究、国内外の医師・研

究者等に対する研修、情報発信等の分野で先導的・中心的な役割を果たすとともに、「が

ん研究 10 か年戦略」をはじめとする国の施策において我が国の中核機関としての役割を

担っていく。 

また、平成 25 年 12 月 13 日に成立したがん登録等の推進に関する法律（平成 25 年法

律第 111 号）に基づき、我が国におけるがんの罹患状況等を把握するために全国のがん患

者の情報を収集・一元管理し、がんの治療や予防の研究開発及びがん対策の立案のための

調査研究に精度の高い情報を活用できるよう全国がん登録データベースを整備していく。 

さらに、がん患者が安心して暮らすことのできる社会への環境整備を目指した改正が

ん対策基本法が平成 28 年 12 月９日に成立し、センターとしても改正後のがん対策基本

法（平成 18年法律第 98号）の理念に基づき、がん疾患の本態解明等に関する研究や高度

専門医療の提供を更に推進していく。 

センターは、研究開発成果の最大化と人的・物的資源を有効に活用するなど業務運営の

効率化の両立に取り組むとともに、がんの死亡・罹患などの実態把握と原因及び本態の解

明に基づく予防法の研究開発、がん検診に係わる研究開発、高度先駆的及び標準化に資す

る診断、治療技術の開発と普及、がん研究・がん医療等を推進する人材育成、がん医療等

に係わる情報提供、がん対策に係わる政策提言等を使命として掲げ、本使命を達成できる

よう、センターが有する医療、研究、人材育成、情報発信等の機能が相互に連携すること

によりその能力を効果的に発揮し、がんに関する医療政策に対する課題を着実に解決して

いくことで、がん対策推進基本計画に基づくがん対策の推進に貢献する。 

こうした観点を踏まえつつ、厚生労働大臣から指示を受けた令和３年４月１日から令和
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９年３月 31 日までの期間におけるセンターが達成すべき業務運営に関する目標（以下「中

長期目標」という。）を達成するための計画を以下のとおり定める。 

第１ 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．研究・開発に関する事項 

我が国の死亡原因の第一位であるがんについて、患者・社会と協働した研究を総合的

かつ計画的に推進することにより、がんの根治、がんの予防、がんとの共生をより一層

実現し、がん対策基本計画の全体目標の達成に貢献するため、センターの果たすべき役

割を踏まえ、実用化を目指した研究に重点を置きつつ、中長期目標に掲げられている研

究開発等を重点的に取り組むとともに、研究開発成果の最大化を図るために研究資源・

人材を適切に活用できる体制を整備する。 

（１）担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進

改正がん対策基本法及びがん対策推進基本計画を踏まえ、全てのがん患者とそ

の家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持向上及びがんになっても安心して暮ら

せる社会の構築を実現するため、実用化をめざした研究に重点を置きつつ、がん領

域の研究・開発を実効あるものとしてより一層推進していく目的で、国内外の研

究・開発の進捗状況、国からの要請及び患者をはじめとする国民のニーズを踏まえ、

弾力的に重点化課題を見極め取り組んで行く。とりわけ、超高齢社会となり人口減

少が予測される我が国の将来を見据え、費用対効果を視野においた研究・開発の推

進を図る。 

また、がんの解明と医療推進に大きく貢献する成果について、中長期目標期間

中に 21 件以上あげることを目標とする。さらに、中長期目標期間中の英文の原著

論文数について、4､900 件以上とする。 

① がんの本態解明に関する研究

中長期目標に示された戦略的研究・開発課題について、次の具体的課題例を中

心として重点的に取り組む。 

ア 未知の内的・外的な発がん要因の同定や遺伝素因との相互作用による発が

んメカニズム等を解明し、新しい概念や技術に基づく個別化された効果的な

予防法の開発に資する研究を推進する。 

イ 浸潤・転移・治療抵抗性獲得などの臨床病態を中心に、がんの多様性・不均

一性、がん幹細胞・可塑性、がん細胞固有の代謝、炎症・免疫反応を含む微小

環境との相互作用など、がんの分子生物学的病理学的特徴に基づいて、がんの

個性と個体内における動態を解明し、革新的な診断・治療法開発に資する研究

を推進する。 
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ウ 全ゲノム解析を含む先端的解析技術の開発と、それらを駆使した遺伝性腫

瘍や難治がん・希少がんなどの解析データに臨床情報を組み入れた統合デー

タベースを基盤として、ゲノム情報等に基づく個別化予防・治療法の開発に資

する研究を推進する。 

エ 小児がん、AYA世代のがん、高齢者がん、希少がん、難治性がん等の特徴的

なオミックスプロファイルや生物学的特性の基盤を解明し、予後・QOLの飛躍

的な改善を目指した革新的な予防・診断・治療法の開発に資する研究を推進す

る。 

オ メディカルAIを含めた先端的生命科学及び異分野との融合等により導入さ

れた新しい概念や技術をがんの予防、診断、治療へ応用するための実証研究を

推進する。 

② がんの予防法や検診手法に関する研究

中長期目標に示された戦略的研究・開発課題について、次の具体的課題例を中

心として重点的に取り組む。 

ア COVID-19 感染や加熱式たばこなど時代に対応した課題を検証可能な住民コ

ホート研究の基盤構築を行うとともに、その基盤を活用して、生活習慣、環境

要因、遺伝素因などの発がん要因を究明し、予防法の開発に資する。 

イ ゲノム・バイオマーカー情報や腫瘍の分子情報を活用した精度の高い分子

疫学コホート研究による因果関係評価と個別化予防に資するエビデンスの創

出を推進する。 

ウ 国内外のエビデンスの系統的収集・評価とその要因負荷分析、新しい予防法

候補の効果評価等により、国民のがん罹患率・死亡率低下に確実に資する科学

的根拠に基づいたがん予防ガイドライン・提言を作成するための研究を推進

する。 

エ 検診センター受診者を対象に、詳細な臨床情報と質の高い生体試料を収集

し、やや稀ながんを対象とした検診開発研究も実施可能となるよう、検診コホ

ートの更なる拡充に努める。 

オ 既に実用化されている診断法と新規に開発された早期発見手法の検診への

導入を目指した評価研究を推進すると共に、確固たるエビデンスなく検診に

導入されている血液検体を用いた早期発見バイオマーカーについても、検診

センターの生体試料を用いて検証し、国民に還元し得るより確かなエビデン

スを構築する。

カ 検診開発研究や国内外でのエビデンスが蓄積されてきた検診手法が、一般

化可能かどうかを検討し、死亡率等のエビデンスが蓄積された段階で、有効性

評価に基づく検診ガイドラインを作成する。 
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③ 希少がんや難治がんなどに対する新しい標準治療などを目指した研究

中長期目標に示された戦略的研究・開発課題について、次の具体的課題例を中

心として重点的に取り組む。 

ア 小児がん、AYA世代のがん、高齢者のがん、希少がん、難治がん等に対する

新しい標準治療の確立を目指した多施設共同臨床研究及び国際共同研究を推

進する。 

イ アジア地域を中心とした国際的な臨床ネットワークを構築し、国際共同研

究による新規薬剤開発等を推進する。 

④ アンメットメディカル（未充足な医療）ニーズに応える新規薬剤開発等に関

する研究 

中長期目標に示された戦略的研究・開発課題について、次の具体的課題例を中

心として重点的に取り組む。 

ア がんの原因や特性に基づき、未承認薬も含めて、薬剤候補物質の探索・同定

を行い、薬剤候補品を臨床試験に橋渡しするための研究を推進する。また、抗

がん剤及び分子標的治療耐性の分子基盤の解明に基づいた新規薬剤候補の探

索・同定及び臨床試験への導出を推進する。 

イ センター内外のアカデミア発医薬品・医療機器シーズの選定及び臨床の支

援体制を構築し、非臨床試験を推進する。 

ウ 日本発のコンパニオン診断薬を含むがん診断薬や、がん診断薬の臨床性能

試験、分子標的治療薬をはじめとした個別化治療に資する治療薬の実用化を

めざした開発試験を推進する。 

エ 免疫療法、遺伝子治療をはじめとする新しい治療薬や支持療法のための薬

剤の実用化を目指した開発試験を推進する。 

オ 新規医療機器の実用化を目指した医師主導治験・臨床研究を推進する。

⑤ 患者に優しい新規医療技術開発に関する研究

中長期目標に示された戦略的研究・開発課題について、次の具体的課題例を中

心として重点的に取り組む。 

ア 新規技術の導入による革新的なバイオマーカーや生体分子イメージング等

高度画像診断技術などを用いて、早期発見が困難ながんや転移・再発例等に対

する診断技術の開発研究を推進する。 

イ がん及び正常細胞・組織の放射線応答解明研究を基礎とした高精度放射線

治療や粒子線治療・中性子捕捉治療等革新的放射線治療技術の実用化を目指

した研究を推進する。 

4



ウ 体内での薬物分布を制御するドラッグデリバリー技術の開発研究、再生医

療等の先端技術を活用した手術の高度化・低侵襲化及び治療の高度化による

根治を目指した研究を推進する。 

エ 画像下治療（IVR）や内視鏡技術を用いた低侵襲治療のための技術及び機器

の開発研究を推進する。また、新たな医療技術や医療機器の開発に当たっては、

センター内の専門科ごとの学際的、横断的協力体制を構築し、実用化を目指し

た研究を推進する。 

オ 低侵襲手術の安全性を高めるための AI等を用いた手術支援・ナビゲーショ

ンシステムのプロトタイプを開発し臨床導入を目指した研究を推進する。

⑥ 新たな標準治療を創るための研究

中長期目標に示された戦略的研究・開発課題について、次の具体的課題例を中

心として重点的に取り組む。 

ア 遺伝子・マルチオミックス情報に基づいて治療成績向上を目指した、より個

人や集団に最適化された標準治療開発及び有効性の検証のための全国ネット

ワークを活用した多施設共同臨床研究を推進する。

イ 画像下治療（IVR）、放射線治療や薬物療法などによる症状緩和治療法や栄養

療法、リハビリテーションも含む支持療法の開発とその効果判定手法開発に

関する研究を推進するとともに、患者・市民参画や他領域の研究グループとの

ネットワークを活用した研究開発戦略を提案し、実践する。

ウ アカデミアや企業等と連携した国際共同研究を実施し、世界的に標準とな

る診断法や治療法の確立を目指した研究を推進する。 

⑦ 充実したサバイバーシップを実現する社会の構築を目指した研究

中長期目標に示された戦略的研究・開発課題について、次の具体的課題例を中

心として重点的に取り組む。 

ア がん患者・家族が人生を全うできるよう、医学的要因に加え、社会的要因（就

労・就学、ソーシャルサポート）、心理的要因（感情、価値観、意思決定、対

処様式）、行動的要因（健康行動、情報処理）など複合的要因の中で心身の健

康を維持増進するための効果的かつ変容可能な行動介入の開発研究を推進す

る。 

イ 国内外のエビデンスを系統的に収集・評価し、充実したサバイバーシップ実

現に資する科学的根拠に基づいたがんサバイバーシップガイドライン提言の

ための研究を推進するとともに、国内に不足するエビデンス創出に資する研

究に取り組む。 
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⑧ がん対策の効果的な推進と評価に関する研究

中長期目標に示された戦略的研究・開発課題について、次の具体的課題例を中

心として重点的に取り組む。 

ア 予防、検診については、科学的根拠に基づいて推奨されている予防法と検診

法に関して、公的統計等を用いたサーベイランス研究及びがん予防・早期発見

のあり方について政策提言に資する研究を推進する。 

イ サバイバーシップについては、がん医療やサバイバーシップに関するモニ

タリング調査の結果等に基づき、がん医療やサバイバーシップケアの提供体

制のあり方について政策提言するサーベイランス研究を推進する。 

ウ 予防、検診、サバイバーシップケアの普及と実装に関する研究及び介入試験

を実施し、がん予防、検診、サバイバーシップケアの実装のあり方について政

策提言する実装研究を推進する。 

エ 緩和ケアや在宅医療等のがん医療のあり方とその実装の検討を含むがん医

療提供体制の構築に関する研究を推進する。 

オ がん医療における診療の質を改善していくための PDCAサイクルを確保して

いくための体制の整備に関する研究を推進する。 

  また、がん医療における診療の技術的な質、対人関係的な質を総合的にモニ

ターする方法の研究を推進する。

カ がん医療の均てん化に資する地域の指導者に対する支援方法を含むがん医

療の支援方法の開発に関する研究を推進する。 

キ 全国がん登録・院内がん登録の運営を安定させるためにセキュリティや有

用性などの基盤的研究を推進する。 

ク がん教育の目標の一つである正しい知識の普及を応用して、正しい知識を

継続的に得る力を教育によって醸成する研究を推進する。 

また、がん予防教育及び禁煙教育の推進のため、外部機関との連携により、

効率的かつ学習効果の高い教材の開発や学習効果に対する評価、効果のある

教育プログラムの開発及び普及に取り組む。 

ケ がんに関する情報提供と相談支援や医療者向け情報の効率的な収集・維持

体制や提供方法に関する研究を推進する。 

コ がん対策の立案、推進、評価の各段階において発生する社会的、技術的な課

題に対応して、改善・解決のための研究を遂行、あるいは解決のための検討に

対する基礎データ提供する研究を推進する。 

⑨ 国立高度専門医療研究センター間の横断領域における連携推進

国立高度専門医療研究センター（以下「NC」という。）間の連携による新たな

イノベーションの創出を目的として設置した国立高度専門医療研究センター医
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療研究連携推進本部（JH）において、NC 間の疾患横断領域を中心とした研究開

発の推進とそのための基盤整備、人材育成等に取り組むこととする。 

具体的には、ゲノム医療、大規模医療情報の活用、コホート研究基盤の連携・

活用、健康寿命延伸のための疾患横断的予防指針の提言、実装科学推進のための

基盤構築などについて、疾病の予防や共生にも留意しつつ、NC がそれぞれの専

門性を活かし、相乗効果を発揮できる研究領域における研究開発の推進等に取

り組むこととする。 

また、人材育成については、特に研究支援人材を育成するための体制を構築し、

我が国の有為な人材の育成拠点となるようモデル的な研修及び講習の実施に努

めるとともに、NC連携及び NCを支援することによる研究成果の発信やメディア

セミナーの開催、知財の創出・管理の強化や企業との連携強化に取り組むことと

する。 

さらに、横断的研究推進事業等の円滑な実施を図るため、JH 内で適正なガバ

ナンス体制を構築し、定期的に活動状況の評価を行うこととする。

これらの取組を通じ、中長期目標期間中において、JH が実施する横断的研究

推進事業費を伴う研究・事業等で NC連携及び NCを支援することにより、我が国

の医療・研究に大きく貢献する成果を挙げることとする。 

（２）実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備

① メディカルゲノム解析センターの機能充実と人材育成

ゲノム情報と臨床情報を統合し、治療選択・予測診断の確立・予防的医療等に

おける実臨床への応用を展開するための重要な機能として位置付けられている

メディカルゲノム解析センターの充実を進める。同時に、メディカルゲノム解析

センターとしての機能及び運用に求められる高度な専門知識・技術を有する人

材を育成するとともに、ゲノム医療推進のための全国レベルにおける検査・診断

体制の構築やゲノム情報等を活用した個別化医療の確立に向けた研究を推進す

るための基盤構築を行う。 

② バイオバンク、データベース、コア・ファシリティーの充実

ア 難治性がん・希少がんを含めたバイオバンクリソース（細胞株、PDX、リキ

ッドバイオプシーを含む）の一層の充実を図るとともに、それらとバイオバン

ク及び付随する臨床病理学的情報を統合したバイオリソースセンターを整備

し、更には基盤的・網羅的分子情報データベースとも連携させることにより、

国際的共同研究や国内外企業等との協働を推進する。中長期目標期間中に、手

術検体の新規保存件数を、9,600 件以上とする。 

イ ナショナルセンター・バイオバンクネットワーク（NCBN）について、外部
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の医療機関からのバイオリソースの受入れと、バイオバンク試料・情報を共同

研究以外でも外部機関が活用できるように提供するための仕組みを整備する。

NCBN に加えて、バイオバンクジャパンや東北メディカルメガバンク等との

連携を進め、機能遂行に必須な人材を育成する。 

ウ 基盤的な研究機器・設備の共同利用や、バイオインフォマティクスを含めた、

高度な知識・熟練した技術・安定した品質管理・大型機器等を必要とする解析

能力をセンター内で共有するコア・ファシリティーの整備と運用を進める。 

③ 研究管理・研究支援の充実

ア 各種研究倫理審査の迅速化・効率化及び倫理審査委員会の強固な体制構築

を進めるとともに、症例集積性の向上、臨床研究及び治験手続の効率化、研究

者・専門家の育成・確保、臨床研究及び治験の情報公開、スピード・質の適正

化、研究不正の防止・対策に関して、より一層強化する。 

イ データマネージャー、生物統計家、細胞工学研究者・技術員、各種研究倫理

審査委員会事務局員及び研究倫理相談員（研究倫理コンサルタント）、レギュ

ラトリーサイエンスの専門家等の専門人材を確保するとともに、教育訓練や

講習会、OJT 等により人材育成を推進する。 

ウ リサーチ・アドミニストレーターを配置し、特に大型資金を伴うプロジェク

ト型研究などの、情報収集や申請の企画、支援、あるいは産学連携推進室とも

協力して大学や民間との共同研究・委受託研究契約を推進する。 

エ 医薬品や医療機器の実用化に向けた出口戦略機能の強化や、新たな視点や

発想に基づく研究等の推進のため、独立行政法人医薬品医療機器総合機構等

との人事交流を更に推進するとともに、米国国立がん研究所（NCI）、仏がん

研究所（INCA）等との人事交流・共同研究を進めるほか、さらに先進医療機

関との交流を実施する。 

オ センター発ベンチャーの取組を推進するため、センターの研究成果、関連す

る技術・知識等を活用するベンチャーやセンター所属研究者の知的財産権を

活用するベンチャー起業を積極的に支援し、さらにこれらの実用化を目指し

た、イノベーションの創出を図るため、外部のノウハウを有する企業と連携し

支援等を行う。 

④ 産官学の連携・ネットワークの構築

ア 産官学の施設を繋ぐコアセンターとして、他施設の臨床研究の総合的な支

援、データセンターとしての機能・役割、研究プロジェクトの進捗管理、教育・

研修などを担い、ネットワーク全体で先端的な臨床研究を推進する。医療分野

の ICT の研究及び活用を推進するとともに、アジア圏における日本主導の新
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治療・新薬開発を推進すべくネットワーク機能の拡大を進める。 

イ 特定の遺伝子異常を有する症例や希少がんに対する診断、治験を行う全国

規模のネットワーク強化を推進、新治療・新薬開発における個別化・グローバ

ル化・高速化・多様化への対応を進める。

ウ 産官学の連携を強化し、実用化研究と技術開発を推進するため、コンソーシ

アムを形成し、産学官連携による共同研究等を推進する。

エ 政府関係機関移転基本方針（平成 28年３月 22日まち・ひと・しごと創世本

部決定）に基づき連携研究拠点として鶴岡市に設置した「国立がん研究センタ

ー・鶴岡連携研究拠点がんメタボロミクス研究室」において、引き続き山形県、

鶴岡市、慶應義塾大学先端生命科学研究所等と連携した事業を推進する。 

オ 日本臨床腫瘍研究グループの研究について、センターが中心となって、セン

ターが、直接的又は間接的に実施する臨床研究実施機関の監査（科学性・倫理

性の確認調査）を、都道府県がん診療連携拠点病院 45 施設以上、地域がん診

療連携拠点病院 45 施設以上を実施する。 

⑤ 倫理性・透明性の確保

ア 臨床研究に関する倫理審査、情報公開、監査、モニタリング、利益相反管理、

医師・薬剤師・研究者等への研究倫理や臨床研究の方法論の教育など、研究開

発現場におけるコンプライアンス遵守への取組を徹底し、各種法令等や各種

倫理指針を遵守した研究管理体制を強化する。具体的には、研究倫理や臨床研

究の方法論に関するセミナーを開催し、職員教育の充実を図る。 

イ 競争的研究資金を財源とする研究開発については、ミッションや中長期目

標を十分踏まえ、応募に際し、センターとして取り組むべき研究課題であるか

どうかを審査したうえで、研究課題を選定する取組を推進する。 

ウ 臨床研究の実施に当たっては、被験者や患者との連携を図るとともに、患

者・国民への臨床研究の意義やそれが国民にもたらすメリット等についての

啓発活動を積極的に推進する。 

⑥ 知的財産の管理及び活用

外部の専門家も活用しながら、研究成果を知的財産面から目利きし、特許等の

出願及び維持を適切に判断するとともに、知財に関する法制度の整備や知財教

育の充実、知財管理専門家の育成や活用などを推進する。 

これにより、中長期期間中に、新たに 240 件以上の発明を出願し特許取得を

目指す。 

⑦ 国際連携の強化及び国際貢献
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ア ゲノム研究や次世代診断・治療技術の開発、メディカルゲノム解析センター

機能を基盤とした研究事業の国際的な展開など、欧米等の研究開発先進国と

の協力とともに、遺伝学的に類縁性の高いアジア諸国との具体的連携プロジ

ェクトを推進し、がん予防・研究・医療・政策提言に係る国際的活動を積極的

に推進する。 

イ 覚書を締結した欧米主要医療機関等との学術・人材交流など、国際交流を充

実し、人材を育成すると同時に、より強固な国際ネットワークを構築して協定

を結んだ国々との共同事業及び共同研究、人材交流を進める。また、アジアな

ど、海外からの研修者を積極的に受け入れ、職員派遣による技術移転を通じ

て、政策立案及び医療技術の向上に寄与すると同時に臨床研究の連携先とし

ての関係を深める。 

ウ 世界保健機関（WHO）、国際がん研究機関（IARC）、国際対がん連合（UICC）

等、既に協力関係にある国際機関やネットワークとの連携を強化し、特にアジ

ア国立がんセンター協議会(ANCCA)の事務運営を担うことで我が国及び

NCC のプレゼンス向上と国際社会への貢献を図る。 

⑧ 診療ガイドラインの作成・改定に資する研究開発及び普及

診療ガイドラインを作成している関連学会と協力して、がん医療の質を評価

する信頼性・妥当性のある指標の開発を行うとともに、ホームページを活用する

こと等により情報提供を行い、医療の質の向上・均てん化に努める。 

中長期目標期間中に、学会などが作成する診療ガイドラインに多施設共同臨

床試験の成果が 63 件以上採用されるよう努める。 

これらの取組により、次の目標を中長期目標期間中に達成することを目指す。 

・共同研究 1,900 件以上

・臨床研究実施件数 2,400 件以上

・企業治験 930 件以上

・医師主導治験 130 件以上

・国際共同治験 600 件以上

・FIH 試験 130 件以上

・先進医療 25 件以上

 また、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図る 

ため、必要に応じ、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成

20 年法律第 63 号）に基づく出資並びに人的及び技術的援助の手段を活用する。 
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２．医療の提供に関する事項 

がん征圧のための中核機関として、予防、診断、治療において最高レベルの診療を

提供するとともに、研究所と連携しての基礎研究から臨床への橋渡し研究（トランス

レーショナル・リサーチ）や国内外の病院・研究機関や企業と連携しての新規診断治

療法の開発と標準化のための研究、臨床試験等を展開する。 

緩和医療については、がん患者とその家族が質の高い療養生活を送ることができる

よう、治療の初期段階から緩和ケアを提供する。 

外来から入院治療及び治療後の通院中に至るまで充実した人生を送れるよう、苦痛

や不安、生活上の不具合を軽減し、就労も含め、社会生活に戻ることができるよう支

援を実施する。 

また、高度かつ専門的ながん医療の提供のみならず、がん研究の中核機関としてバ

イオバンクの充実、特定の遺伝子異常を有する症例や希少がんなどの臨床研究、専門

的な医療従事者の育成などを推進していく上で必要な症例を確保していくため、標準

的がん医療の提供も含め適切な病床規模で安定的に運営し、症例集積性の維持・向上

に努めていく。 

中長期目標期間中の手術件数・病床稼働率・平均在院日数・入院実患者数について、

年度計画に適切な数値目標を設定する。 

（１）医療政策の一環として、センターで実施すべき高度かつ専門的な医療、標準化に

資する医療の提供 

① 高度・専門的な医療の提供

ア 我が国のがん医療を主導する医療機関として、高度・専門的医療を率先して

導入し、他のがん専門病院と連携しながら医師主導治験や先進医療をはじめ

とする臨床試験により評価するとともに、高度・専門的医療の標準化が見込め

る場合は、国内主要研究施設と連携して、臨床試験により評価し、普及を図る。 

イ IVR（画像下治療）や内視鏡を用いた低侵襲で身体の負担が少ない治療を積

極的に提供していく。 

ウ NGS パネル及びリキッドパネルによるゲノム検査の効率化を進め、患者個

人に最適な治療法を提供する個別化医療の研究開発を推進する。 

エ 体腔鏡手術やロボット手術などの低侵襲手術を積極的に実施する。

オ 陽子線や BNCT、IMRT など高精度の放射線治療を提供する。

② 希少がん及び難治がんを含めた各種がんの標準的治療の提供

ア 希少がん及び難治等がんの患者に対して、センター全部門が連携する横断

的な組織体制の下、最新・最適な診療を提供する。希少がんホットラインなど

による情報提供・相談支援を行うとともに、MASTER KEY Project などと連携
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した新たな治療開発に取り組む。 

イ 小児がんについては、国立成育医療研究センターと役割分担及び連携をし

ながら、標準的治療のみならずゲノム医療や新規治療も含めた患者個人に最

適な医療を提供するとともに、こころのケアチーム（精神腫瘍科医、臨床心理

士、子ども療養支援士、保育士）による患者及び家族の心理面のサポートも実

施する。 

③ 医療の質の評価

病院の医療の質や機能の向上を図る観点から、がん医療に係るクオリティ－

マネージメント指標を用いて医療の質の評価を実施し、その結果を公表する。

（２）患者の視点に立った良質かつ安心な医療の提供

① 診療の質の向上

ア AI を用いた各種画像診断補助システム、手術支援システム、ゲノム医療に

おける治療選択補助システム等を積極的に導入して、良質かつ安全で患者

個々に最適化された医療を提供する。  

イ NC や他医療機関との大規模な診療データシェアリングを通した診断・治療

の標準化や ICT を活用したオンラインでの患者個々の情報共有により、質の

高い医療を提供する。 

② 適切な治療選択の支援及び患者参加型医療の推進

ア 患者・家族が適切な治療を医療者とともに主体的に選択、決定できるよう、

病態に応じた説明文書の提供など正確でわかりやすい診療情報を提供し、患

者の治療法等を選択する権利や受療の自由意思を最大限に尊重するがん医療

を提供する。 

イ 患者とその家族の意向に応じて、最新の治療法の研究開発の状況や豊富な

診療実績に基づくセカンドオピニオンを提供する。具体的には、がん相談対話

外来を含めたセカンドオピニオンを中長期目標期間中に、32,200 件以上実施

する。 

ウ 引き続き、患者満足度調査や意見箱への投書などにより患者のニーズを把

握し、患者サービスの改善に努める。 

③ チーム医療の推進

ア 質の高い安全な放射線療法を提供するため、放射線治療の専門医、認定看護

師、放射線治療専門放射線技師、医学物理士など専門性の高い人材を適正に配

置するとともに、多職種間による連携により患者の副作用・合併症やその他の
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苦痛に対しても迅速かつ継続的に対応できる診療を提供する。 

イ 安全で効果的な化学療法を提供するため、化学療法の専門医やがん薬物療

法認定薬剤師、がん看護専門看護師・がん化学療法認定看護師など、専門性の

高い人材を適正に配置し、多職種間による連携により患者の副作用・合併症や

その他の苦痛に対して迅速かつ継続的に対応できる治療を提供する。 

ウ 手術療法による合併症予防や術後の早期回復のため、麻酔科医や手術部位

などの感染管理を専門とする医師、口腔機能・衛生管理を専門とする歯科医師、

認定看護師などとの連携を図り、質の高い周術期管理体制を整備する。また、

術中迅速病理診断など手術療法の方針を決定する上で重要な病理診断を実施

する。 

エ 放射線治療、抗がん治療の副作用・合併症の予防や軽減、手術後の後遺症な

ど、治療前から治療後の患者の更なる生活の質の向上を目指し、医科歯科連携

による口腔ケアの推進をはじめ、多職種による専門外来、食事療法などによる

栄養管理やリハビリテーションの推進など、職種間連携を推進する。 

  また、医科・歯科連携にあたり、歯科と多職種や診療科が密に連携・情報を

共有し、治療開始前の予防的な歯科介入が円滑に実施できる環境整備に努め、

地域の歯科医院（がん連携歯科医院）との連携の強化を図る。 

オ 上記の外、緩和ケア・栄養サポート・感染対策・外来化学療法・褥瘡対策な

ど専門的知識・技術を身に付けた多職種からなる医療チームによる医療の支

援活動を充実させる。 

具体的には、中長期目標期間中において、 

・ 栄養サポートチームにおいては、チーム全体での目標症例数を 17,900件

以上、加算件数を 34,200件以上

・ 緩和ケアチームの関わる症例数においては、14,300件以上

・ 外来化学療法実施数について、457,500件以上

とするなど充実を図る。 

④ 診断時から充実したサポート体制の構築

ア 患者・家族の療養環境調整及び就労支援を行い、生活・人生の質（QOL）の

維持・向上を目的とした患者・家族支援活動に取り組む。 

イ がん医療に携わる医療従事者への研修や緩和ケアチームなどの機能強化等

により、がんと診断された時から患者とその家族が、精神心理的苦痛に対する

心のケアを含めた全人的な緩和ケアを受けられるよう、緩和ケアの提供体制

をより充実させ、質の高い緩和ケアを提供する。 

13



⑤ 安全管理体制の充実

ア 安心・安全な医療を提供するため、インシデント及びアクシデントの情報の

収集・分析による再発防止策を講ずるとともに、院内サーベイランスの充実や

院内感染対策の標準化などに取り組む。 

  また、がん専門病院としての医療安全管理指標を構築し、PDCA サイクル

を回すことに役立てる。 

イ 同規模・同機能の医療機関との間において、医療安全管理体制についての相

互チェック、インシデント及びアクシデントの情報共有等を行うことにより、

医療安全管理体制を強化する。 

具体的には、同規模・同機能の医療機関との間における医療安全相互チェック

を行うとともに、全職員を対象とした医療安全や感染対策のための研修会を中

長期目標期間中に、12 回以上開催や医療安全委員会を中長期目標期間中に、72

回以上開催することなど、医療事故防止、感染管理及び医療機器等の安全管理に

努める。 

３.人材育成に関する事項

ア 有為な人材の育成拠点として、国内だけでなく海外からも医療従事者・研究者を受

け入れ、がん医療・研究を推進するリーダーとして国内外で活躍できる人材を継続し

て育成・輩出していく。  

１） 国内外からの医療従事者・研究者を広く受け入れ、充実した研鑽の場を提供す

る。 

２） センターの人材育成の基盤を更に充実させるため、人材育成管理事務局の支援

の下、センター各部門の教育・研修機能を強化する。 

イ 中央病院、東病院におけるがん医療に係る教育・研修の基盤を充実させ、高度に専

門的ながん医療に従事する人材の育成を更に推進する。 

１） 医療従事者に対するレジデント制度等の教育・研修プログラムを充実させる。 

２） がん医療の発展に伴い新たに必要となった職種の教育・研修プログラムを開発

する。 

３） 医療従事者に対する指導を通じて、専門資格（専門医、認定看護師等）の取得

を支援する。 

ウ 中央病院、東病院、研究所、先端医療開発センター、がん対策研究所、がんゲノム

情報管理センター、研究支援センター等の研究機能を活用し、国内だけでなく海外か

らも医療従事者・研究者を受け入れ、研究者としての人材育成を推進する。 

１） がんの基礎研究、トランスレーショナル・リサーチ、臨床研究に従事する医療

従事者・研究者を養成する。その一環として、大学などアカデミア機関と連携し
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ながら、医療従事者・研究者の論文作成や学位・専門資格の取得を支援する。 

２） JHのほか、大学などアカデミア機関や企業とも連携しリサーチ・アドミニスト

レーターなど、臨床と直結した研究の実施に必要となる支援人材の育成及び確保を

行う。その一環として、臨床研究支援人材の論文作成や学位・専門資格の取得を支

援する。 

エ がん医療・研究に関する人材育成の機会を全国に提供するため、センター各部門が

連携して対外的な研修会の企画及び運営を行うとともに、外部機関が実施する研修に

対しても支援を行う。 

１） がんセンターでしか提供できない研修プログラム（がん相談支援センター相談

員研修、院内がん登録実務者研修、高度かつ専門的な医療技術に関する研修等）

を提供するとともに、学習到達度に関する認定を行う。 

２） 我が国において質の高い臨床研究が実施されるよう、臨床研究に係る研修プロ

グラムを継続的に提供する。 

３） 科学的なエビデンスに基づき医療政策をけん引する人材を育成するために、政

策上のニーズや課題を適確に捉え、その解決に資する情報を適切に収集・提供す

る実践力を身に付けることを目標とした研修プログラムを提供する。 

４） センター以外の機関が企画・運営する研修プログラムに対して、助言や講師の

派遣等の支援を行う。 

オ 人材育成の充実を図る観点から、中長期目標期間の最終年度における数値目標を次

のとおり定める。 

１） センターが主催した外部向け研修会等の参加者数（1日単位の延べ人数）：25,000

名以上

２） センターが支援した外部向け研修会等の開催回数（1 日単位の延べ回数）：380

回以上 

３） センターが主催又は支援した外部向け e-learningの受講者数（1時間単位の延

べ人数）：65,000名以上

４） 国内他施設からの実地研修等の受入れ人数（1日単位の延べ人数）：45,000名以

上

５） 海外からの実地研修等の受入れ人数（1日単位の延べ人数）：500名以上

６） 若手職員が筆頭著者である論文数（査読あり）：500件以上

７） 学位の取得数：80名以上

８） 専門資格の取得数：180件以上

４．医療政策の推進等に関する事項 

（１）国等への政策提言に関する事項

① 国への政策提言
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ア がん診療連携拠点病院等との連携の下にがん医療や社会の実態把握・評価

を行うとともに、国への提言書の提出により専門的な政策提言を行い、またそ

のための連携構築を行う。 

  また、この他にもセンターの研究成果等に基づき、科学的根拠を踏まえた必

要な政策提言を行う。 

イ がん対策に関連した関係者と連携し、政策提言を実施可能なように継続的

なデータの収集体制、解析体制を確立する。 

② 地方公共団体への政策支援に関する事項

地方自治体の関係者に対する情報提供や研修活動の提供などにより専門的立

場から施行状況や効果の評価、活動実施の参画や支援、技術的支援等を行う。 

（２）医療の均てん化並びに情報の収集及び発信に関する事項

① ネットワーク構築の推進

ア 都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会及び部会を開催し、都道府県が

ん診療拠点病院の各都道府県内の活動について、PDCA サイクルの確保を支援

して、全国のがん医療の質の向上を図っていく。 

イ がん医療の均てん化に資するがん医療の提供体制や全国レベルでの医療機

関の連携体制のあり方について、数の多いがんに加え、希少がん、小児がん等

に関しても情報収集を行い、検討する。 

  また、希少がん中央機関及び小児がん中央機関として、希少がんや小児がん

医療等の質の向上を図っていく。 

ウ 全国での適切ながん診療の実施に資するよう、がん診療連携拠点病院に対

する病理診断コンサルテーションなどの他施設に対する支援を行う。中長期

目標期間中に、病理診断コンサルテーションの件数について、3,000件以上実

施する。 

エ 全国がんセンター協議会や多地点メディカル・カンファレンスの事務局を

運営し、全国レベルで構築されたネットワークを活用したがん医療の質の向

上を図っていく。 

  また、都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会、あるいは各部会の場で、

がん診療連携拠点病院に必要な体制の総論・各論に関する継続的検討を行う。 

オ 国立高度専門医療研究センター間ネットワーク、関連学会ネットワーク、都

道府県関連部局（がん・NCD対策等）ネットワークの構築を通じて、がん死亡

率低減のための検討を実施する。 

② 情報の収集・発信
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ア 相談員に対する研修の充実や情報提供・相談支援等を行うとともに、希少が

んや全国の医療機関の状況等についてもより分かりやすく情報提供を行い、

全国の中核的機能を担う。 

イ がん医療の均てん化に資する医療者向け情報の提供方法及び医療者向け情

報について、コンテンツの効率的な収集・維持体制や提供方法の開発を行う。 

ウ 公式 HP、がん情報サービスなど（センターが運営する Web サイト）や公式

Facebook などのソーシャルメディア、書籍・パンフレット、講演会等による

情報発信や、全国ネットワークを持つ民間企業等との連携により予防、診断、

治療、療養支援、政策等の情報の作成により、国民が利用できる信頼できる情

報を増やしていく。 

エ がん登録等の推進に関する法律に基づき、全国がん登録データベースを運

用し、死亡者情報票の収集によるがん死亡の実態及びがん診療連携拠点病院

等からの院内がん登録情報等を含むがん罹患の実態を把握し、発信していく

とともに、政策・臨床的な有用性を最大化する形での収集項目や定義、ICD な

どのコード体系の発展を推進する。 

カ 国民向け及び医療機関向けの情報提供の指標としてホームページアクセス

件数について、中長期目標期間中に、564,543,000 件以上のアクセス件数を達

成する。 

（３）公衆衛生上の重大な危害への対応

国の要請に対しては積極的な対応を行う。また、災害や公衆衛生上重大な危機

が発生し又は発生しようとしている場合には、がん医療に関する範囲内にて、災

害発生地域からのがん患者受入れや原子力災害における放射線量測定及び被ば

く・発がんに関する情報発信など、可能な限り適切な対応を行う。 

第２ 業務運営の効率化に関する事項 

１．効率的な業務運営に関する事項 

（１）効率的な業務運営体制

センターとしての使命を果たすことができるよう組織内の企画立案、調整、分析

機能を高めるとともに、人的・物的資源を有効に活用し、ガバナンスの強化を目指

した体制を構築する。 

 また、働き方改革を踏まえ、業務のタスク・シフティングやタスク・シェアリン

グを推進し、働きやすい環境整備を推進する。 

（２）効率化による収支改善

センターとしての使命を果たすための経営戦略や毎年の事業計画を通じた経営
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管理により収支相償の経営を目指すこととし、６年間を累計した損益計算におい

て、経常収支率が 100％以上となるよう経営改善に取り組む。 

① 給与制度の適正化

給与水準について、センターが担う役割に留意しつつ、社会一般の情勢に適合

するよう、国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与、センターの業務実績等

を踏まえ、適切な給与体系となるよう見直し、公表する。 

また、総人件費について、センターが担う役割、診療報酬上の人員基準に係る

対応等に留意しつつ、政府の方針を踏まえ、適切に取り組むこととする。 

② 医薬品費等の削減

ア NC 等との間において、医薬品の共同調達等の取組を引き続き推進すること

によるコスト削減を図るとともに、医療機器及び事務消耗品については、早期

に共同調達等の取組を実施し、そのコスト削減を図る。 

また、診療材料などの調達についても、コストの削減を図るため、競争入札

等の取組を促進する。 

イ 後発医薬品については、中長期目標期間中の各年度において、前年度の実績

を上回ることを目指すため、更なる使用を促進するとともに、中長期目標期間

を通じて数量シェアで 85％以上とする。 

③ 未収金の改善

医業未収金については、新規発生の防止に取り組むとともに、督促マニュアル

に基づき、未収金の管理・回収を適切に実施することにより、医業未収金比率に

ついて、前中長期目標期間の実績の最も比率が低い年度に比して、低減に向け取

り組む。  

また、診療報酬請求業務については、査定減対策や請求漏れ対策など適正な診

療報酬請求業務を推進し、引き続き収入の確保に努める。 

④ 一般管理費の削減

一般管理費（人件費、公租公課及び特殊要因経費を除く。）については、令和

２年度に比し、中長期目標期間の最終年度において、５％以上の削減を図る。 

⑤ 情報システムの整備及び管理

デジタル庁が策定した「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」（令和

３年 12月 24日デジタル大臣決定）に則り、ＰＭＯ（Portfolio Management Office）

を設置するとともに、情報システムの適切な整備及び管理を行う。 
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２．電子化の推進 

業務の効率化及び質の向上を目的とした電子化については、費用対効果を勘案しつ

つ、会議の開催方法や資料、決裁等の電子化を推進していくとともに、引き続き情報

を経営分析等に活用する。 

幅広い ICT 需要に対応できるセンター内ネットワーク・システム等の充実を図り、

効果的な利活用が可能となるよう努める。 

第３ 財務内容の改善に関する事項 

１. 自己収入の増加に関する事項

ア 日本医療研究開発機構等からの競争的資金や企業治験・受託研究等の外部資金の

獲得を更に進める。 

イ 租税特別措置法施行令（昭和 32年政令第 43号）等を踏まえて、令和２年度に設立

した国立がん研究センタ－基金を活用して、寄附金を必要とする当センターの財務

的背景、寄附金の使途・活動成果等の周知を図り、患者と家族から一般の方々へ、寄

附者層の拡大を推進する。 

ウ 特定機能病院や臨床研究中核病院の維持のため、診療報酬の施設基準等の取得・維

持に努める。 

２. 資産及び負債の管理に関する事項

センターの機能の維持・向上を図りつつ、投資を計画的に行い、中・長期的な固定

負債（長期借入金の残高）を償還確実性が確保できる範囲とし、運営上適切なものと

なるよう努める。 

そのため、大型医療機器等の投資に当たっては、原則、償還確実性を確保する。 

（１）予  算 別紙１ 

（２）収支計画 別紙２ 

（３）資金計画 別紙３ 

第４ 短期借入金の限度額 

１．限度額 4,000 百万円 

２．想定される理由 

（１）運営費交付金の受入遅延等による資金不足への対応 

（２）業績手当（ボーナス）の支給等、資金繰り資金の出費への対応 

（３）予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費増への対応 

第５ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分
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に関する計画 

なし 

第６ 第５に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとする時はそ

の計画 

 中長期目標期間中に根戸職員宿舎の土地（千葉県柏市根戸）及び建物について、独立行

政法人通則法の手続きに基づき、売却を行う。 

第７ 剰余金の使途 

決算において剰余を生じた場合は、将来の投資（建物等の整備・修繕、医療機器等の購

入等）及び借入金の償還に充てる。 

第８ その他業務運営に関する重要事項 

１．法令遵守等内部統制の適切な構築 

内部統制の充実・強化のための組織等の体制整備及び適切な運用や、実効性を維持・

向上するため継続的にその見直しを図る。 

ア 独立行政法人化以降、日本のみならず、世界的ながん対策の中核施設としての役

割を果たすために事業規模を拡大していくなかで、従来の業務運営と併せて、海外

との連携協定や企業ベンチャーとの共同契約等、新たな事業展開を推進するうえで、

これらの業務を適正に実施するため、更なるコンプライアンス体制の強化を図る。 

イ 研究不正に適切に対応するため、研究不正を事前に防止する取組を強化し、管理

責任を明確化するとともに、研究不正が発生した場合、厳正な対応に取り組む。 

あわせて、「「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」につい

て」（平成 26 年 11 月 28 日付け総管査第 322 号総務省行政管理局長通知）に基づ

き業務方法書に定めた事項について、その運用を確実に図る。 

さらに公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な調達を実現す

る観点から、センターが毎年度策定する「調達等合理化計画」に基づく取組を着実

に実施する。 

２．人事の最適化 

  職員が業務で発揮した能力、適正、実績等を評価し、職員の給与に反映させるととも

に、業務遂行意欲の向上を図る業績評価制度を継続し、当該制度の適切運用を行うこと

により優秀な人材の定着を図り、人事制度へ活用することにより、センター全体の能率

的運営につなげる。 

  良質な医療を効率的に提供していくため、医師、看護師等の医療従事者については、

医療を取り巻く状況の変化に応じて柔軟に対応するとともに、特に、医師・看護師不足
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に対する確保対策を引き続き推進するとともに離職防止や復職支援の対策を講ずる。 

  また、幹部職員など専門的な技術を有する者については、公募を基本とし、優秀な人

材の確保に努める。 

ア 人材の適切な流動性を有した組織を構築するため、国、国立病院機構等の独立行

政法人、国立大学法人、民間等と円滑な人事交流を行い、有為な人材育成や能力開

発を図る。 

また、外部との人事交流に加え、専門的な知識・技能を習得させるための支援を更

に進める。 

イ 女性の働きやすい環境を整備するとともに、医師の本来の役割が発揮できるよ

う、医師とその他医療従事者との役割分担を見直し、タスク・シフティングを推進

し、職員にとって魅力的で働きやすい職場環境の整備を行うことにより離職防止

に努める。 

ウ 障がい者が、その能力と適正に応じた雇用の場に就き、地域で自律できる社会の

実現に貢献するため、障がい者の雇用を推進するとともに、サポート要員の確保な

ど働きやすい環境の整備にも取り組む。 

エ 専門職種の人材確保に向け、民間企業等の実態を踏まえ労働条件・労働環境等の

整備に努める。 

なお、上記については、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第 24

条の規定に基づき作成された「人材活用等に関する方針」に則って取り組む。 

３．その他の事項（施設・設備整備、情報セキュリティ対策に関する事項を含む。） 

（１）施設･設備整備に関する計画

自治体の街づくり構想、病院や先端医療開発センターの建替等を視野に入れつ

つ、費用対効果及び財務状況を総合的に勘案して計画的な整備を行うこととし、別

紙４「施設・設備に関する計画」に基づく計画的な施設・設備整備を行う。 

（２）積立金の処分に関する事項

積立金は、厚生労働大臣の承認するところにより、将来の投資（建物等の整備・

修繕、医療機器等の購入等）及び借入金の償還に充てる。

（３）情報セキュリティ対策に関する事項

政府の情報セキュリティ対策における方針（情報セキュリティ対策推進会議の

決定等）を踏まえ、情報セキュリティに関する研修や訓練及び自己点検を実施する

等、適切な情報セキュリティ対策（人的、組織的、技術的、物理的等）を推進する。 

（４）広報に関する事項

センターの使命や果たしている役割・業務等について、一般の国民が理解しや

すい方法、内容でホームページや記者会見等を通じて積極的な情報発信に努める。 

（５）その他の事項
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ミッションの確認や現状の把握、問題点の洗い出し、改善策の立案、翌年度の年

度計画の作成等に資するよう、引き続き職員の意見の聴取に努める。 

決算検査報告（会計検査院）の指摘も踏まえた見直しを行うほか、「独立行政法

人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）をはじめとす

る既往の閣議決定等に示された政府方針に基づく取組について、着実に実施する。 
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別紙１

（単位：百万円）

金　額

収入
運営費交付金 38,715

施設整備費補助金 10,231

長期借入金等 5,592

業務収入 476,710

その他収入 2,379

計 533,626

支出
業務経費 480,216

施設整備費 43,862

借入金償還 11,017

支払利息 392

その他支出 1,751

計 537,239

（注１）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。
（注２）診療報酬改定は考慮していない。
（注３）給与改定及び物価の変動は考慮していない。

［人件費の見積り］
　期間中総額　187,870百万円
　上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与及び国際機関等派遣職員
給与に相当する範囲の費用である。

［運営費交付金の算定ルール］
【運営費交付金の算定方法】
　令和3年度は、業務の実施に要する経費を個々に見積り算出する。令和4年度以降、これを基礎として以下の算定
ルールにより決定。
【運営費交付金の算定ルール】
　毎事業年度に交付する運営費交付金（Ａ）について、以下の数式により決定する。
（Ａ）＝〔｛Ａ（ａ）×α１｝＋｛Ａ（ｂ）×α２｝〕×β＋（Ｂ）＋（Ｃ）
Ａ（ａ）：前年度における研究推進事業、臨床研究推進事業に係る運営費交付金
Ａ（ｂ）：前年度における教育研修事業及び情報発信事業（均てん化事業含む）、運営基盤確保事業（退職手当を除く。）に
　　係る運営費交付金

α１　：研究推進事業、臨床研究推進事業に係る効率化係数。
　　各事業年度の予算編成において、当該事業年度における具体的な係数値を決定する。

α２　：教育研修事業及び情報発信事業（均てん化事業含む）、運営基盤確保事業（退職手当を除く。）に係る効率化係数。
　　各事業年度の予算編成において、当該事業年度における具体的な係数値を決定する。

β　　：政策係数。法人の業務の進捗状況や財務状況、政策ニーズ等への対応の必要性等を勘案し、
　　各事業年度の予算編成において、当該事業年度における具体的な係数値を決定する。

Ｂ　　：退職手当相当額。毎年度の予算編成過程において決定する。
Ｃ　　：特殊要因経費。法令等の改正等に伴い必要となる措置又は現時点で予測不可能な事由により発生する資金需要
　　であって、毎年度の予算編成過程において決定する。

【中長期計画予算の見積りに際し使用した具体的係数】
α１　：１．００と置く。
α２　：０．９９と置く。
β　　：１．００と置く。

中長期計画（令和３年度から令和８年度）の予算＜案＞

区　別
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別紙２

（単位：百万円）

金　額

費用の部 518,278

経常費用 517,425

業務費用 516,537

給与費 169,115

材料費 165,668

委託費 85,865

設備関係費 59,349

その他 36,540

財務費用 392

その他経常費用 496

臨時損失 853

収益の部 520,334

経常収益 520,226

運営費交付金収益 37,410

資産見返運営費交付金戻入 605

補助金等収益 23,791

資産見返補助金等戻入 3,720

寄付金収益 1,090

資産見返寄付金戻入 138

業務収益 451,233

医業収益 364,002

研修収益 284

研究収益 85,635

教育収益 0

その他 1,312

土地建物貸与収益 1,371

宿舎貸与収益 657

その他経常収益 210

財務収益 0

臨時利益 108

純利益 2,056

目的積立金取崩額 0

総利益 2,056

中長期計画（令和３年度から令和８年度）の収支計画＜案＞

区　別

（注）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。
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別紙３

（単位：百万円）

金　額

資金支出 546,525

業務活動による支出 480,608

研究業務による支出 69,493

臨床研究業務による支出 45,801

診療業務による支出 322,633

教育研修業務による支出 19,338

情報発信業務による支出 11,945

その他の支出 11,399

投資活動による支出 43,862

財務活動による支出 12,768

次期中長期目標の期間への繰越金 9,286

資金収入 546,525

業務活動による収入 517,803

運営費交付金による収入 38,715

研究業務による収入 60,887

臨床研究業務による収入 43,583

診療業務による収入 366,706

教育研修業務による収入 318

情報発信業務による収入 5,215

その他の収入 2,379

投資活動による収入 10,231

施設費による収入 10,231

その他の収入 0

財務活動による収入 5,592

長期借入による収入 5,592

その他の収入 0

前期よりの繰越金 12,899

中長期計画（令和３年度から令和８年度）の資金計画＜案＞

区　別

（注）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。
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別紙４

区　別
予 定 額

（百万円）
財　源

施設設備整備 43,862 長期借入金等（自己資金含む）

（内訳）

新研究棟建築・解体工事

病院棟改修工事

医療機器等整備

合　計 43,862

資を行うものとする。　

　なお、本計画は、毎年の経営状況等を総合的に勘案し、必要な見直しを行うも

のとする。

施設・設備に関する計画＜案＞

　国立がん研究センターが担うべきがん患者に対する最先端のがん治療のための

臨床研究及びがん治療を中長期的に安定してがん患者に実施できるよう、本中期

計画期間中、医療機器等及び施設設備整備について、がん臨床研究・がん治療の

高度化への対応、経営面の改善及び患者の療養環境の改善を図るために必要な投
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